


国外転出の場合、本人のマイナンバーカード、住民基本台帳カード
（代理人手続の場合には、代理人の本人確認書類も必要）

国民年金第１号被保険者(学生や自営業のかたなど)が出国する場合、転出
予定日の翌日をもって自動的に国民年金の資格は喪失となります。
ただし、引き続き年金加入を希望される場合は、任意加入できます。

※保険課までお問い合わせください。

※保険課までお問い合わせください。

乳幼児等医療費受給者証/こども医療費受給者証

※こども政策課までお問い合わせください。

母子家庭等医療費受給者証

※ほいく課までお問い合わせください。

※管理課までお問い合わせください。



※高齢介護課までお問い合わせください。

※高齢介護課までお問い合わせください。

高齢期移行受給者証

受給者証
（受給者証をお忘れでもお寄りください）

障害者医療費受給者証/高齢障害者医療費受給者証

受給者証
（受給者証をお忘れでもお寄りください）

※課税課までお問い合わせください。

芦屋市のナンバープレート及び標識交付証明書

右記 「二次元コード」もしくは「上下水道部お客様センター」より
お手続ください。

※霊園事務所までお問い合わせください。
※霊園事務所の住所は、市役所本庁舎とは異なります。

在外選挙人名簿への申請が必要です。転出予定日までは選挙管理委員会、
出国後は国外住所を管轄する在外公館で申請してください。




